
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七
号

性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押

収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る

電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
）

第
二
章
　
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰

（
第
二
条―

第
七
条
）

第
三
章
　
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
に
よ
り
生
じ

た
物
を
複
写
し
た
物
等
の
没
収
（
第
八
条
）

第
四
章
　
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像

に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等

第
一
節
　
通
則
（
第
九
条
）

第
二
節
　
消
去
等
の
措
置
（
第
十
条
・
第
十
一
条
）

第
三
節
　
消
去
等
の
手
続
（
第
十
二
条―
第
二
十
一

条
）

第
四
節
　
消
去
等
の
実
施
等
（
第
二
十
二
条―
第
二

十
五
条
）

第
五
節
　
不
服
申
立
て
等
（
第
二
十
六
条―

第
三
十

四
条
）

第
六
節
　
消
去
等
に
係
る
裁
判
手
続
の
特
例
（
第
三

十
五
条―

第
三
十
八
条
）

第
七
節
　
雑
則
（
第
三
十
九
条―

第
四
十
二
条
）

第
八
節
　
罰
則
（
第
四
十
三
条―

第
四
十
五
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行

為
、
こ
れ
に
よ
り
生
成
さ
れ
た
記
録
を
提
供
す
る
行
為

等
を
処
罰
す
る
と
と
も
に
、
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る

行
為
に
よ
り
生
じ
た
物
を
複
写
し
た
物
等
の
没
収
を
可

能
と
し
、
あ
わ
せ
て
、
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な

姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
の
措
置
を

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為

等
に
よ
る
被
害
の
発
生
及
び
拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

第
二
章
　
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の

処
罰

（
性
的
姿
態
等
撮
影
）

第
二
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た

者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。

一
　
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
ひ
そ
か
に
、
次
に
掲

げ
る
姿
態
等
（
以
下
「
性
的
姿
態
等
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
、
人
が
通
常
衣
服
を
着
け
て
い
る
場
所
に
お

い
て
不
特
定
又
は
多
数
の
者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
を

認
識
し
な
が
ら
自
ら
露
出
し
又
は
と
っ
て
い
る
も
の

を
除
い
た
も
の
（
以
下
「
対
象
性
的
姿
態
等
」
と
い

う
。
）
を
撮
影
す
る
行
為

イ
　
人
の
性
的
な
部
位
（
性
器
若
し
く
は

こ
う肛

門
若
し

く
は
こ
れ
ら
の
周
辺
部
、

で
ん臀

部
又
は
胸
部
を
い

う
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
人
が

身
に
着
け
て
い
る
下
着
（
通
常
衣
服
で
覆
わ
れ
て

お
り
、
か
つ
、
性
的
な
部
位
を
覆
う
の
に
用
い
ら

れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
現
に
性
的
な
部
位

を
直
接
若
し
く
は
間
接
に
覆
っ
て
い
る
部
分

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
わ
い
せ
つ
な
行
為

又
は
性
交
等
（
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十

五
号
）
第
百
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
性
交

等
を
い
う
。
）
が
さ
れ
て
い
る
間
に
お
け
る
人
の

姿
態

二
　
刑
法
第
百
七
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為

又
は
事
由
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
又
は
事
由

に
よ
り
、
同
意
し
な
い
意
思
を
形
成
し
、
表
明
し
若

し
く
は
全
う
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
さ
せ
又
は

そ
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
乗
じ
て
、
人
の
対
象
性
的

姿
態
等
を
撮
影
す
る
行
為

三
　
行
為
の
性
質
が
性
的
な
も
の
で
は
な
い
と
の
誤
信

を
さ
せ
、
若
し
く
は
特
定
の
者
以
外
の
者
が
閲
覧
し

な
い
と
の
誤
信
を
さ
せ
、
又
は
そ
れ
ら
の
誤
信
を
し

て
い
る
こ
と
に
乗
じ
て
、
人
の
対
象
性
的
姿
態
等
を

撮
影
す
る
行
為

四
　
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
十
三
歳
未
満
の
者
を

対
象
と
し
て
、
そ
の
性
的
姿
態
等
を
撮
影
し
、
又
は

十
三
歳
以
上
十
六
歳
未
満
の
者
を
対
象
と
し
て
、
当

該
者
が
生
ま
れ
た
日
よ
り
五
年
以
上
前
の
日
に
生
ま

れ
た
者
が
、
そ
の
性
的
姿
態
等
を
撮
影
す
る
行
為

２
　
前
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
刑
法
第
百
七
十
六
条
及
び
第
百

七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。

（
性
的
影
像
記
録
提
供
等
）

第
三
条
　
性
的
影
像
記
録
（
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

行
為
若
し
く
は
第
六
条
第
一
項
の
行
為
に
よ
り
生
成
さ

れ
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
そ
の
他
の
記
録
又
は
当
該
記
録
の
全
部
若
し
く

は
一
部
（
対
象
性
的
姿
態
等
（
前
条
第
一
項
第
四
号
に

掲
げ
る
行
為
に
よ
り
生
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
そ
の
他

の
記
録
又
は
第
五
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に

よ
り
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
影
像
送
信
を
さ
れ
た
影

像
を
記
録
す
る
行
為
に
よ
り
生
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録

そ
の
他
の
記
録
に
あ
っ
て
は
、
性
的
姿
態
等
）
の
影
像

が
記
録
さ
れ
た
部
分
に
限
る
。
）
を
複
写
し
た
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
提
供
し
た
者
は
、
三
年
以
下

の
拘
禁
刑
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２
　
性
的
影
像
記
録
を
不
特
定
若
し
く
は
多
数
の
者
に
提

供
し
、
又
は
公
然
と
陳
列
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
拘

禁
刑
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は

こ
れ
を
併
科
す
る
。

（
性
的
影
像
記
録
保
管
）

第
四
条
　
前
条
の
行
為
を
す
る
目
的
で
、
性
的
影
像
記
録

を
保
管
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
二
百
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
性
的
姿
態
等
影
像
送
信
）

第
五
条
　
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
対
し
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の

拘
禁
刑
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又

は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一
　
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
送
信
さ
れ
る
こ
と
の

情
を
知
ら
な
い
者
の
対
象
性
的
姿
態
等
の
影
像
（
性

的
影
像
記
録
に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
号
及
び
第
三

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
影
像
送
信
（
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
、
影
像
を
送
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
す
る
行
為

二
　
刑
法
第
百
七
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為

又
は
事
由
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
又
は
事
由

に
よ
り
、
同
意
し
な
い
意
思
を
形
成
し
、
表
明
し
若

し
く
は
全
う
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
さ
せ
又
は

そ
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
乗
じ
て
、
人
の
対
象
性
的

姿
態
等
の
影
像
の
影
像
送
信
を
す
る
行
為

三
　
行
為
の
性
質
が
性
的
な
も
の
で
は
な
い
と
の
誤
信

を
さ
せ
、
若
し
く
は
不
特
定
若
し
く
は
多
数
の
者
に

送
信
さ
れ
な
い
と
の
誤
信
を
さ
せ
、
又
は
そ
れ
ら
の

誤
信
を
し
て
い
る
こ
と
に
乗
じ
て
、
人
の
対
象
性
的

姿
態
等
の
影
像
の
影
像
送
信
を
す
る
行
為

四
　
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
十
三
歳
未
満
の
者
の

性
的
姿
態
等
の
影
像
（
性
的
影
像
記
録
に
係
る
も
の

を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
影
像

送
信
を
し
、
又
は
十
三
歳
以
上
十
六
歳
未
満
の
者
が

生
ま
れ
た
日
よ
り
五
年
以
上
前
の
日
に
生
ま
れ
た
者

が
、
当
該
十
三
歳
以
上
十
六
歳
未
満
の
者
の
性
的
姿

態
等
の
影
像
の
影
像
送
信
を
す
る
行
為

２
　
情
を
知
っ
て
、
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
対
し
、
前

項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
影
像
送
信

を
さ
れ
た
影
像
の
影
像
送
信
を
し
た
者
も
、
同
項
と
同

様
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
刑
法
第
百
七
十
六
条
及
び
第
百

七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。

（
性
的
姿
態
等
影
像
記
録
）

第
六
条
　
情
を
知
っ
て
、
前
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
影
像
送
信
を
さ
れ
た
影
像
を
記

録
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
百
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２
　
前
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

（
国
外
犯
）

第
七
条
　
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
罪
は
、
刑
法
第
三
条

の
例
に
従
う
。

第
三
章
　
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
に
よ
り

生
じ
た
物
を
複
写
し
た
物
等
の
没
収

第
八
条
　
次
に
掲
げ
る
物
は
、
没
収
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一
　
第
二
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
の
罪
の
犯
罪

行
為
に
よ
り
生
じ
た
物
を
複
写
し
た
物

二
　
私
事
性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
の
防

止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十

六
号
）
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
罪
の
犯

罪
行
為
を
組
成
し
、
若
し
く
は
当
該
犯
罪
行
為
の
用

に
供
し
た
私
事
性
的
画
像
記
録
（
同
法
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
私
事
性
的
画
像
記
録
を
い
う
。
次
条

第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
記
録
さ
れ
て
い
る
物
若
し
く
は
こ

れ
を
複
写
し
た
物
又
は
当
該
犯
罪
行
為
を
組
成
し
、

若
し
く
は
当
該
犯
罪
行
為
の
用
に
供
し
た
私
事
性
的

画
像
記
録
物
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
私

事
性
的
画
像
記
録
物
を
い
う
。
第
十
条
第
一
項
第
一

号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
複
写
し
た
物

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
没
収
は
、
犯
人
以
外
の
者
に
属

し
な
い
物
に
限
り
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
犯
人
以
外
の
者
に
属
す
る
物
で
あ
っ
て
も
、
犯

罪
の
後
に
そ
の
者
が
情
を
知
っ
て
保
有
す
る
に
至
っ
た

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十

日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
章

及
び
附
則
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
刑
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年

法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
「
刑
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日

ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
二
条
第
二

項
及
び
第
三
項
、
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に

第
六
条
第
二
項
を
除
く
。
）
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の

は
、
「
懲
役
」
と
す
る
。
刑
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る

1



刑
法
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
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